
申請日 年 月 日

山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた　御中

住　所

団体名

代表者

申請者

電話番号

下記のとおり、やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）の利用について承認事項の変更を申請します。

還付金が発生する場合、希望する還付方法にチェックを入れ、詳細を記入してください。

支店コード（ ）

普通 ・ 当座 ・ その他（ ）

フリガナ

□現　金

予約NO.

HP 受付

2026.07

精算差額
還付金額

円

円
有　　・　　無

追加金額

□銀行振込

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

施設利用承認事項変更申請書

記

利用年月日

　変更理由：

利用年月日

変更前 変更後

区分 施設名 区分 施設名

→

　以下スタッフ使用欄

還付方法

マネージャー チーフ

支店名

口座名義

照合

口座番号

金融機関名

預金種目

舞台
（大ホールのみ）

経理支配人



利用内容の変更は1回のみ可能です。

変更により利用料金が増額・減額する場合の取扱いは以下のとおりです。

増額する場合：支払い済みの利用料金との差額を期日までにお支払いいただきます。

減額する場合：支払い済みの利用料金との差額の半額を還付いたします。

　　    ※お手続きの期日を過ぎた場合、利用料金の還付はできません。

【お手続きの期日】

（大ホール、スタジオの本番利用）

利用日の３か月前の同日まで

（大ホール、スタジオの練習利用、その他の施設）

利用日の７日前まで

【お手続き方法】

以下の書類をお持ちの上、窓口にお越しください。

※施設利用許可書、領収書を紛失された場合、還付手続きはできません。

利用変更のお手続きについて

還付なし 還付あり

□　施設利用変更申請書
□　施設利用許可書
□　領収書（窓口支払い）
【振込還付のとき】
□　還付先口座情報  ※団体名義 代表者名義に限る

　※原則　翌月末の振込です。
　※振込手数料はお客様負担とさせていただき、
　　還付額より差し引いた金額をお振込みします。

□　施設利用変更申請書
□　施設利用許可書

必要書類


